
特定相談支援及び障害児相談支援「行動障害支援体制加算」について（お知らせ） 

 

相談支援センターわらしな 

 

当事業所では平成３０年４月より、行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計

画相談支援を実施するために、下記のとおり、研修を終了した相談支援専門員を事業所に配置い

たしております。 

 

記 

 

１．体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修 

  研修名：「強度行動障害支援者養成研修（実践研修）」 

  主催者：静岡県 

 

２．研修を終了した者 

 ①氏 名：稲葉 和也 

  終了日：平成３０年１２月１９日 

  職 種：相談支援専門員 

  配属日：平成２７年４月１日 

 

②氏 名：永野 絢也 

  終了日：平成２８年１２月７日 

  職 種：相談支援専門員 

  配属日：平成３１年４月１日 

 

 ③氏 名：髙橋 瞬 

  終了日：令和３年１１月１０日 

  職 種：相談支援専門員 

  配属日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 


